
 
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
条
例 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
消
費
者
安
全
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
消
費
生
活
セ
ン
タ

ー
の
組
織
及
び
運
営
並
び
に
法
第
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
実
施
に
よ
り
得
ら
れ
た
情
報
（
以
下
単
に
「
情
報
」
と
い
う
。）
の
安
全
管
理
に
つ
い
て
必

要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
名
称
及
び
住
所
等
の
公
示
） 

第
二
条 

知
事
は
、
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。
当
該
事
項
を
変
更
し
た
と
き
も
、
同
様

と
す
る
。 

 

一 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
住
所 

 

二 

法
第
十
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
消
費
生
活
相
談
の
事
務
を
行
う
日
及
び
時
間 

（
職
員
） 

第
三
条 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
は
、
所
長
そ
の
他
必
要
な
職
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。 

（
情
報
の
安
全
管
理
） 

第
四
条 

知
事
は
、
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



（
そ
の
他
） 

第
五
条 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。 

   
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
山
口
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
の
廃
止
） 

２ 

山
口
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
条
例
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 


